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31.東北電力におけるＲＩＤＭの取組み

電事連大の取組として，RIDM導入はフェーズ１（RIDMに必要な機能の整備等），フェーズ２
（RIDMプロセスの適用範囲の拡大等）の２段階で進める計画としている。
これまでフェーズ１ではPRAの高度化に取り組んでおり，フェーズ２への移行前に，女川2号のリスクの
理解とその活用に向けた教育を実施する。
再稼働後のフェーズ２では，ROPへの確実な対応に向けた「安全性向上」に資する検討を優先し，そ
の後，電事連大で検討しているAOTの延長・OLMの実施の達成に向けて，「運用の効率化」を進め
ていく考えである。

フェーズ１ フェーズ２

目指す姿

• AOTの延長
• OLMの実施

再稼働まで戦略ﾌﾟﾗﾝ及びｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ策定 2018

東北電力のリスク情報活用に向けた取組み
＜電事連 RIDM戦略プラン及びアクションプランを踏まえ作成＞

現
在

RIDMに必要な機能の整備

• PRAの高度化
• 停止時リスクモニタ
• PRA・RIDM教育（p37参照）

RIDMプロセスの適用範囲拡大
◎安全性向上
• 運転時リスクモニタ（p38参照）
• リスク重要度を活用した
エリアマップの作成（p38参照）

◎運用の効率化
• 保全重要度の見直し
• 点検・試験頻度の見直し

1.1 ＲＩＤＭ計画
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1.2 RIDMに必要な機能整備の例：PRA・RIDM教育

プラントを安全に安定に維持、管理して運用するため、ＰＲＡを活用する取

り組みを推進する上で重要な事項。

確率論的評価には、不確かさがあると理解し決定論等と組み合わせて、

運用ルールの見直し、保全のあり方の検討、安全対策の向上検討に活用。

ＰＲＡについては、使う側がＣＤＦやＣＣＦを定量的に表し安全度を図るツー

ルではない事を理解するための教育を実施。

1.東北電力におけるＲＩＤＭの取組み
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1.3 RIDMに必要な機能整備の例：PRA・RIDM教育

再稼働後のフェーズ２への移行に向けて，「発電所員全員」に対する基礎的な教育と「技術系所員」に対するプロ
セスの導入と運用に必要となる教育を実施する。（2024年6月頃より順次開催）

【効果】

【教育内容・目的】
• PRAでどのような評価をしているか。
• PRAから何が分かるのか。
• PRAがどのように活用されているか。

• 日々の業務のリスクに対する感度を向上させる。

【対象】
• 発電所員全員

【効果】

【教育内容・目的】
• どの事故シナリオにより炉心損傷等に至りやすいか
（リスクプロファイル）

• RIDMプロセスの事例

• 発電所員が習熟することで，RIDMプロセスの導入
を促進する。

【対象】
• 発電所技術系所員

① PRA基礎教育 ② RIDMプロセス導入に向けた教育

【教育資料の例】 【教育資料の例】

5

1.東北電力におけるＲＩＤＭの取組み
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1.4 安全性の向上に資するRIDMプロセスの例

再稼働後のフェーズ２への移行に向けて，「発電所員全員」に対する基礎的な教育と「技術系所員」に対するプロ
セスの導入と運用に必要となる教育を実施。（2024年6月頃より順次開催）

エリアマップ（イメージ）

安全措置（例）

・作業禁止

・リスク上重要な機器の近接制限

・リスク上重要な機器の監視強化

・リスク情報の周知

【効果】

【実施内容】

【効果】

【実施内容】

運転時リスクモニタと安全措置（イメージ）

運転時リスクモニタ（再稼働までに導入） リスク重要度を活用したエリアマップの作成
（2024年度内に導入）

• プラント運転時のリスクの変化をモニタリングし，発電所関係者
に周知する。

• 機器の待機除外等によりリスクが増加する場合には，リスクの
増加量に応じた安全措置をとる。

• リスクの増加量に応じた適切な安全措置を講じることで，プ
ラント安全性が向上する。

• 明確な基準に基づき，所員が共通の尺度でリスクを認識
する。

• リスク上重要な機器が設置されたエリアを視覚的に確認できる
エリアマップを整備し，発電所関係者（関係会社含む）に共
有する。

• エリア内で作業を行う場合には，重要な機器について防護を
設置するとともに作業員に対しての注意を促す。

• リスク上重要なエリアにおける作業管理あるいは防護措置
を強化し，作業に起因した機器の故障を防ぐ。

運転期
間

CDF

1.東北電力におけるＲＩＤＭの取組み

重要度の大きい機器が
設置されているエリアを
赤で識別する。
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2.1 深層防護と不確かさの関係

深層防護の考え方

決定論に
基づいた
影響評価
と対策の
実施

異常・故障の発生防止異常運転および故障の防止第１層

運転時の異常な過渡変
化

異常運転の制御及び故障の検出第２層

設計基準事故（DBA）設計基準内への事故の制御第３層

確率論に
基づいた
影響評価
と対策の
実施

炉心損傷防止
格納容器破損防止

事故の進展防止及びシビアアクシ
デントの影響緩和

第４層

格納容器機破損による
放射性物質の環境放出
周辺環境汚染

放射性物質放出による放射線影
響の緩和

第５層

不確かさは、ある意味で決定論的評価にも存在している。故に、決定論ではその影響を評価

する過程で保守性を確保している（不確かさが評価上の保守性に置き換えられている）

確率論的リスク評価では不確かさとして存在している。故に、その不確かさを認識しつつ、精

緻化や高度化に取り組む必要がある。

• ある側面では保守側でリスクを過大に評価しているかもしれないし(精緻化理由)
• ある側面では潜在的なリスクを浮き出させて認識できていない可能性がある(高度化理由)

2. 不確かさの考え方
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2.2 不確かさとリスク及び決定論との関係

大事な事
不確かさを理解して使う。決定論に依存しすぎると，分かっている事，リスクとして認識された事に限定した影響度
を見て判断することになり，潜在的なリスクを見過ごしてしまう可能性がある。

東北電力のこれまでの取り組み
確率論に対しては，不確かさがあると理解して使ってきた・・・・・活用例は９頁～１２頁
⇒ 【決定論では見えないもの，見落としをPRAで評価】

（例）
津波PRAでは不確かさが大きい事を理解して対策検討を行ってきた
ここでの不確かさは・・・・

ハザード評価におけるロジックツリーの算定
機器フラジリティー
人的過誤 etc．

このように，ＰＲＡには様々なところに不確かさは存在することは，広く理解されている又はよく耳にすることではある
が，不確かさがある事を理解しつつ意思決定に使えるのかという問いかけは，非常に難しい

⇒ 【この正解はこうだよ，こうすべきだよ，こう理解すべきだよと，単純には判断できない】

ただし，如何なる評価にも不確かさはあり，決定論的な評価においても，そうした背景から保守性が取られる
こうした決定論で保守性を確保しても見えてこないものもある

⇒ 【こうした決定論では見えない部分をPRAでは補うことができると理解して事業者では活用を推進している】
① プラントの脆弱点
② 手順の不備や改善点
③ ヒューマンエラーの影響の大きさから訓練や教育の必要性
④ 判断や操作に対する時間的余裕
⑤ 保全上の重要な機器を明らかにし，交換頻度，点検頻度を故障実績からだけではなく示唆

2. 不確かさの考え方
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3.1 女川１号非常用補機冷却系の多重化（PRA概念取込み初期）

・女川１号機は，非常用補機冷却系は独立した２系統を有していたが，系統内でのポンプ・弁の動的機器に予備機が設置されていなかった
ため，予備機を追設することにより信頼性の強化を図っている。
・この対策は，平成６年（１９９４年）のＰＲＡ結果に基づき，非常用補機冷却系（ＥＣＷ／ＥＣＷＳ）ポンプ等を多重化対策の実施判断を行って
おり，原子炉への注水機能の信頼性が向上し，炉心損傷頻度が低減している。
・２０１２年４月に非常用補機冷却海水ポンプ（Ａ）電動機の故障が発生した。この時，Ｂ系は点検中で待機除外されていたが，ＰＲＡの結果
を受け増設していた非常用補機冷却海水ポンプ（Ｃ）が自動起動し，プラントの安全性が保たれた。
（対策を施していなければ，非常用炉心冷却装置等が作動しない状況（残留熱除去機能喪失）に陥っていた可能性有り）

注水機能喪失

（低圧）

35%

冷却材喪失事故

33%

注水機能喪失

（高圧）

13%

ＳＢＯ

9%

残留熱除去

機能喪失

8%

原子炉停止失敗

2%

○平成４～６年に実施したＰＲＡの結果，炉心損傷頻度および事故シナリ
オ別の寄与割合は図１の通り。

○この結果は，他社プラントに比べても，炉心損傷頻度が高いものであっ
た。要因が非常用補機冷却系の構成にあることから，平成９年にポンプ
および弁の多重化を実施。（図２および図４参照。）

対策前

図１

図２

 残留熱除去

機能喪失

1%

注水機能喪失

（低圧） 3%

冷却材喪失事故
27%

注水機能喪失

（高圧） 14%

原子炉

停止失敗

7%

ＳＢＯ
49%

○非常用補機冷却系のポンプおよび弁の多重化を行ったことで，炉
心損傷頻度は左記のとおり改善。（図３参照）

図３

図４

対策後

二桁低減炉心損傷頻度：1.2×10-6／炉年 炉心損傷頻度：3.7×10-8／炉年

3. 東北電力のこれまでの取り組み

■経緯

■当時の判断
・基本設計にない設備を追加するということ，追設ポンプを設置する部屋のスペースが限られており工事の困難性があること，相応のコスト
が掛かるという理由から，本対応には社内議論があった。さらに当時はPRAの理解が十分ではなかったという背景があった。
・しかし，他プラントの炉心損傷頻度との比較，安全性を向上させるという意義を踏まえ，本判断を行った。
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図１ O.P.＋33.9m津波時の敷地内最大浸水分布

津波の浸水が生じないエリアに第３保管エリアを設
置することとしたが，当初は海側の高台を可搬型設
備の保管エリアと設定していた

・女川２号津波ＰＲＡでは，O.P.+33.9m津波発生時には図１に示すとおり，津波が防潮堤を超えて敷地内への浸水が発生する結果となった。
・当初，可搬型設備の設置場所として，海側の高台を可搬型設備保管エリアと設定していたが，津波ＰＲＡの敷地内浸水解析結果を踏まえ，
浸水の不確かさを考慮し，保管エリアの場所を変更した。
・また，当初「全交流動力電源喪失後，逃がし安全弁の開固着により，原子炉隔離時冷却系が停止する事故シーケンス」の対応として，低圧
代替注水系（可搬型）による注水を検討していたが，津波ＰＲＡの敷地内浸水解析結果を踏まえ，浸水の不確かさを考慮し，低圧代替注水
系（常設）（直流駆動低圧注水ポンプ）による注水に変更した

可搬型設備保管エリア（当初設計）

可搬型設備保管エリア
（津波ＰＲＡ結果考慮）

3.2 女川２号津波ＰＲＡを踏まえた対策検討（新規制基準適合性審査におけるPRA活用）
3. 東北電力のこれまでの取り組み

低圧代替注水系（可搬型）
による注水には浸水領域がある ２号炉原子炉建屋内に

低圧代替注水系（常設）を設置

■経緯

■当時の判断

・社内検討においては，津波ＰＲＡの敷地内氾濫解析結果から，浸水高さは数10cm以下であり，可搬型設備の移動に支障はないと評価して
いた。しかしながら，自然現象に対する不確かさ（津波ハザード（ロジックツリー），浸水深さ，津波流速の不確かさ）が大きく，多様化したSA
設備の機能確保をより確かなものとするため，保管エリアの変更，可搬型設備ではなく建屋内の常設ポンプ（直流駆動低圧注水ポンプ）に
よる注水手段確保を判断した。
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外部電源

F母線

G母線

表１ 手順追加前後の炉心損傷頻度

GTG※

炉心損傷頻度（/炉年）評価条件

3.4×10-5外部電源から
G母線への受電無し

3.5×10-6外部電源から
G母線への受電有り

図４ 手順に追加したG母線への受電経路

空調喪失後の
室温上昇に伴う

非常用電源の喪失

「外部電源→F母線→G母線」の受電手順をEOP等に追加
⇒注水およびPCVベントが可能となる

※外電が喪失するSA時はGTG→F母線→G母線にて受電

C，D母線

11

3.3 電源確保の多様化に係わる運用対策の実施（PRAの概念の定着後）
3. 東北電力のこれまでの取り組み

■経緯

■当時の判断

・女川２号において新規制基準適合性審査にて追加したSA設備等を反映し，再稼働のプラント状態を把握し，更なる安全性向上のため，L1
内的事象PRAを実施した。
・本PRAの結果，炉心損傷頻度に与える寄与割合が大きいシナリオとして「空調喪失後の室温上昇に伴う直流／交流電源の喪失」を抽出。
（本シナリオは「交流電源切替盤操作失敗」に関する操作であり，この操作に期待しない場合炉心損傷頻度が2倍に増加する重要な操作）
・炉心損傷頻度に与える寄与割合が大きい要因を分析した結果，「G母線の受電成否」が炉心損傷頻度への寄与が高いことを特定。
・ G母線の受電経路を冗長化するために，GTGからの受電に加えて「外部電源→F母線→G母線の受電」の手順追加をサイトに提案し，実現性
等について社内で議論。電源確保操作を非常時操作手順書（EOP）等に追加し，PRAモデルに反映した。

・新規制基準適合性審査を経て，PRAに対する理解が深まり，PRAから抽出されるリスク上重要なシナリオについては，不確かさを含んでいることを
理解した上で，リスクを低減していく取組が重要との共通理解が得られている。このため，PRAから抽出されたリスクに対して，運用の見直し等の対
策をスピード感を持って対応できている。
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・女川原子力発電所の敷地高さ決定に際しては，文献調査や地元の方々への聞き取り調査から津波の高さを3m程度と想定していた。
・しかし，専門家を含む社内委員会での「貞観津波（869年）や慶長津波（1611年）などを考えれば津波はもっと大きくなることもあるだろう」とい
う津波高さの不確かさを考慮し，敷地の高さを14.8mと決定している。

法
面
防
護
工

当初の敷地高さの決定経緯
『評価』 学識経験者による社内委員会（昭和４３年～）
・１８９６年明治三陸津波，１９３３年昭和三陸津波等の津波記録
・８６９年貞観津波，１６１１年慶長津波なども考慮（文献調査）
・想定津波の高さは３ｍ程度

『評価』 女川２号機設置許可申請時[昭和６２年４月]
・想定津波の高さを３ｍ程度から「９．１ｍ」に見直し
・貞観津波の影響調査（地質調査）

『判断』 委員会の専門的な意見を踏まえて敷地高さを「１４．８ｍ」に決定

『判断』 敷地（１４．８m）の安全性確認

『判断』 「９．７ｍ」まで法面を強化

三陸沖周辺で発生した主な津波の推定波源域
新知見に対する対応

『評価』 土木学会手法による津波評価試算値「１３．６ｍ」（平成１４年２月）

『評価』 新規制基準における基準津波の策定「２３．１ｍ」（設置変更許可 令和２年２月）

『判断』 防潮堤（２９．０ｍ）を設置

海抜２９ｍ

想定津波高さ：最高水位２３.１ｍ

3.4 女川原子力発電所敷地高さの決定（PRAの概念の取込み前）
3. 東北電力のこれまでの取り組み

・サイト高さ決定以降も自然現象の不確かさが大きいという認識を持ち，新たな知見を得られた際には議論するという意
識（マインド）が存在している
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13４. PRAを様々な判断に適用していく考え方

「不確かさ」があるリスクへの対応では「コストとの葛藤」，「他社との比較」，「工事困難性」等の議論

となる。

地震，津波等の自然ハザードの「不確かさ」は，機器の機能喪失，人的過誤等の「不確かさ」の幅よ

り大きく，これに対策を実施する事には抵抗感が生まれる。

この「不確かさ」を含むPRAの結果に対する抵抗感は，PRAに対する理解不足があった場合，より

いっそう大きくなり，更に判断を困難にする。

東北電力におけるＲＩＤＭを進める上では「PRAの理解不足」を解消することが必要

このため，「PRA基礎教育」「RIDMプロセス導入に向けた教育」を実施することで，PRA及び不確かさ

に対する理解を深めることにより，RIDMを進め，AOTの延長・OLMの実施の達成に向けて「運用の

効率化」を進めていく

一般的に…
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14５. 結論

当社においては，過去から現在に至るまで，ＰＲＡ活用以前から「不確かさ」を踏まえたサイト設計

が行われてきた経緯がある。

しかし，再稼働後のプラントの安全性を確保し，向上させていくためには，PRAの理解・浸透の重

要性が増してきている。

ＰＲＡは，ＣＤＦやＣＣＦを定量的に表し安全度を図るツールだけではない。この事を理解するため

の教育が重要である。

ＰＲＡの結果は，決定論評価では見えない潜在的なリスクを浮かび上がらせるが，他方，不確実さ

があることを認識した上で真摯に向き合う必要がある。

PRAを用いて潜在的なリスク（シナリオ）を明らかにし，このリスクに対する影響については，決定

論の考え方を用いて対策を行うことができる。こうした考え方を安全規制の中において更に浸透さ

せることにより，安全性を向上させていくという考え方を根付かせていくことが重要である。


